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防災ラジオ
　近年、災害が多発化・激甚化している中、市では市民の皆さんが“自ら命を
守る行動をおこす”ため、防災ラジオを世帯主に無償で貸与しています。

防災ラジオではこんなことを発信しています

▶対象　日田市に住民票があり、居住している未貸与の世帯主
▶貸与申請方法
①下記窓口に備付けの申請書に必要事項を記入の上、提出
　３日以内窓口（市役所１階）、各振興局、防災・危機管理課（市役所４階）、各振興センター（後日お渡しします）
②電子申請（後日、郵送でお届けします）

電子申請はこちら▶

貸与申請は電子申請が便利！

■ �災害時に、迅速に避難・支援情報などを放送
　自然災害の発生時は、通話の規制や回線のつながりにくさ
などによって、正確な災害情報を得ることが難しくなります。そう
いった場面でも防災ラジオは、緊急地震速報や避難情報、支
援情報などを迅速に放送できますので、災害時に確実に情報
を取得できます。

■市などからの様々なお知らせ
・�イベントなどに関する情報
・火災情報
・水道管凍結防止などの水道に関する情報
・公共交通に関する情報　等

■自治会や地区（校区）ごとのお知らせ
・自治会行事のお知らせ
・自主避難所の開設などの情報　等

無償貸与しています

問防災・危機管理課防災・危機管理係☎㉒８３６３（市役所４階）

▶募集対象　
　�廣瀬淡窓の教育理念の継承や咸宜園教育の実践、普
及・啓発活動に取り組んでいる個人・団体等による、
廣瀬淡窓や咸宜園などに関わる幅広い作品や活動
　（例）・詩などの文学作品
　　　 ・詩吟、音楽、演劇等の文化芸術活動　等
▶応募方法
　原則、郵送のみ受付
　【必要書類】
　・咸宜園教育顕彰事業申込書
　・作品や活動などの記録媒体等
※�他薦での応募はできません。
▶募集期限
　１１月１日㈰（必着）
▶�副賞
　優秀賞　賞金５万円
※�特に優秀と認められた場合「廣瀬淡窓賞」として別途、
賞金５万円が贈られます。

問咸宜園教育研究センター☎㉒０２６８（水曜日休館）

　「日田市自治基本条例」は、4年を超えない期
間ごとに見直しの検討をしています。

【検討内容】
・時代や社会情勢の変化に合っているか
・「市民主体のまちづくり」に役立っているか

　市では、市民や議会、行政などがそれぞれの役割を果たしていくための基本的なルールとして、「日田市自治基本条例」
を制定し、「市民一人ひとりが誇りを持って、安心して幸せに暮らすことができる、市民主体のまちづくり」の実現を目
指しています。
　今号では、「自治基本条例の見直し」について紹介します。

身近なまちづくり活動と自治基本条例

自治基本条例見直し検討委員会

募集 咸宜園教育研究センターから募集のお知らせ

▶研究課題・研究奨励費　
①学術研究枠（１件５０万円以内）
　�廣瀬淡窓、咸宜園、咸宜園門下生、私塾・学校などを
テーマとする歴史・文化について、幅広い分野での個
人の研究活動

②地域研究枠（１件２０万円以内）
　�咸宜園門下生ゆかりの地の地域史研究など、①の研
究分野を含む当該地域の歴史を対象とした研究活動

③資料調査枠（１件１０万円以内）  
　�咸宜園門下生子孫や郷土史家など、咸宜園や門下生
に関する資料の掘り起し（発掘）にかかる調査普及活動
▶対象者（応募資格／個人に限る）
・日本在住の研究者（大学院生を含む）
・咸宜園門下生の子孫　等
▶募集期限
　５月８日㈮（必着）
▶採用予定件数
　①②③各１件程度

�申請受付後、咸宜園教育研究センター内に設置する審
査会を行い、６月下旬頃に結果を本人宛に通知します。

審査結果は、令和９年１月上旬頃に本人宛に文書で
通知します。
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　咸宜園・廣瀬淡窓等の調査研究を支援する、令和８年
度の「研究奨励事業」を募集します。

ID  1739●研究奨励事業

　咸宜園に関する顕彰活動に取り組んでいる個人や団体
を募集し、表彰します。

ID  2107●顕彰活動の表彰

応募方法等の詳細は、市ホームページをご確認ください。

　令和３年度の見直しから4年目となる令和7年度
は、行政評価等の結果に加え、市民アンケートや
自治基本条例見直し検討委員会を通じて検証を行
いました。
　令和７年12月19日、令和８年2月4日に開催し
た検討委員会では、市の整理と同様に「条例改正
の必要性はないが、運用面の改善を」との提言が
ありました。

　今回は、条例改正は行わず、運用面の改善に取り
組みます。

■条例の運用面の改善ポイント

１． �子どもや若者等の市政参画につながる取組
　 �市内高校等との包括連携協定の取組の中
で、まちづくり等に関する意見交換会などを
定期的に実施します。

２． 条例の周知と地域活動への参画促進
　 �市公式ホームページで、条例の取組を紹介
するページを作成し、広報ひたへの掲載とあ
わせて発信します。

３． 委員会やアンケートで出た意見の共有
　� �意見を整理し、施策推進の参考となるよう市
役所内で共有します。

問企画課企画調整係☎㉒８２２３（市役所６階）

自治基本条例見直し検討委員会や
自治基本条例アンケート調査結果の詳細は、
市ホームページ（ID ２７５６）をご確認ください。


